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(57)【要約】
【課題】課金されるか否かによってユーザが選択すべき
メニューを提供し、そのメニューでユーザが選択した項
目に応じて無線充電を行い、無線充電中に充電状態及び
充電効率をリアルタイムでユーザに出力又は通知するこ
とにより、ユーザの利便性と充電効率を向上させると共
に、所望の量又は必要な金額だけバッテリを充電できる
、無線充電用メニュー提供機能を有する移動端末機及び
その無線充電方法を提供する。
【解決手段】移動端末機は、無線充電状態を出力する出
力部と、充電メニュー及びその充電メニューの設定を保
存するメモリと、課金されるか否かによって無線充電の
ための充電メニューを提供し、その充電メニューの設定
に応じて無線充電動作を制御する制御部とを含む。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線充電状態を出力する出力部と、
　充電メニュー及びその充電メニューの設定を保存するメモリと、
　課金されるか否かによって無線充電のための充電メニューを提供し、その充電メニュー
の設定に応じて無線充電動作を制御する制御部と
を含むことを特徴とする移動端末機。
【請求項２】
　前記充電メニューは、充電電源供給部から無線で充電電源の供給を受けるためのメニュ
ー、又は誘導結合若しくは容量結合により無線充電ユニットから充電電源の供給を受ける
ためのメニューを含むことを特徴とする請求項１に記載の移動端末機。
【請求項３】
　前記無線で充電電源の供給を受けるための充電メニューは、課金されるか否かによって
異なるメニューであることを特徴とする請求項２に記載の移動端末機。
【請求項４】
　前記充電メニューは、バッテリ充電が必要な場合、自動充電メニューと充電設定メニュ
ーのいずれか一方を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動端末機。
【請求項５】
　前記制御部は、バッテリ電圧が所定値以下であり、かつ自動充電に設定された場合、バ
ッテリを自動的に充電するように制御することを特徴とする請求項１に記載の移動端末機
。
【請求項６】
　前記制御部は、バッテリ電圧が所定値以下であり、かつ無線充電を行うことを選択した
場合、視覚又は聴覚的に通知メッセージを表示するように制御することを特徴とする請求
項１に記載の移動端末機。
【請求項７】
　有料充電の場合、前記充電メニューは、充電するか否か、充電電源供給部の選択、充電
量、及び充電状態通知方法の少なくとも１つの項目を含むことを特徴とする請求項３に記
載の移動端末機。
【請求項８】
　前記充電電源供給部は、無線で充電電源を供給する無線電力発生器、基地局、放送中継
局、中継器、インターネット共有機、若しくは人工衛星のいずれか１つであるか、又は誘
導結合若しくは容量結合による充電電源を供給する携帯用無線充電ユニットであることを
特徴とする請求項１に記載の移動端末機。
【請求項９】
　前記制御部は、充電電源供給部が所定領域に位置する場合、視覚又は聴覚的に通知メッ
セージを表示することを特徴とする請求項１に記載の移動端末機。
【請求項１０】
　前記通知メッセージの表示と共に、充電電源供給部のいずれか１つによる方式で充電す
るためのメニューを提供することを特徴とする請求項６に記載の移動端末機。
【請求項１１】
　前記制御部は、無線充電状態及び／又は充電中のイベントをユーザに通知することを特
徴とする請求項１に記載の移動端末機。
【請求項１２】
　前記無線充電状態は、バッテリ表示に所定の色で表示され、前記イベントは、充電効率
が低下するか、又は端末機が充電電源供給部の範囲から外れる場合を含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の移動端末機。
【請求項１３】
　前記制御部は、無線充電時、充電量又は充電状態の少なくとも一方を視覚又は聴覚的に
表示し、前記充電量は、使用料金、バッテリ残量、又は充電時間で表示され、前記充電状
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態は、音、文字、又はインジケータで表示されることを特徴とする請求項１に記載の移動
端末機。
【請求項１４】
　前記インジケータはバッテリ表示を示し、前記充電量は前記バッテリ表示の色で示すこ
とを特徴とする請求項１３に記載の移動端末機。
【請求項１５】
　前記制御部は、充電電源供給部を感知するとバッテリ表示の前方にアンテナ表示を表示
し、充電効率をアンテナ線の数で表示することを特徴とする請求項１に記載の移動端末機
。
【請求項１６】
　無線で充電電源を供給する充電電源供給部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載の移動端末機。
【請求項１７】
　前記充電電源供給部は、移動端末機の接近を確認するアンテナを含むことを特徴とする
請求項１６に記載の移動端末機。
【請求項１８】
　前記アンテナにより移動端末機の接近が感知されると、該当移動端末機に充電電源関連
情報を提供することを特徴とする請求項１７に記載の移動端末機。
【請求項１９】
　前記制御部は、バッテリ容量が所定値以下であるか否かを確認して所定値以下である場
合、充電電源供給部から充電電源を供給されることを特徴とする請求項１に記載の移動端
末機。
【請求項２０】
　前記制御部は、バッテリ容量が所定値以下である場合、これをディスプレイ部に表示し
て、前記充電電源供給部から充電電源の供給を受けるか否かを問い合わせるメニューを提
供することを特徴とする請求項１９に記載の移動端末機。
【請求項２１】
　バッテリ残量を確認する段階と、
　バッテリ残量が所定レベル以下である場合、自動充電メニューと充電設定メニューのい
ずれか一方が設定されているかを確認する段階と、
　充電電源供給部から無線電力を受けて前記メニューの設定に応じてバッテリ充電を行う
段階と
を含むことを特徴とする移動端末機の無線充電方法。
【請求項２２】
　前記充電設定メニューが設定された場合、視覚又は聴覚的に通知メッセージを表示する
ように制御することを特徴とする請求項２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
【請求項２３】
　有料充電の場合、前記充電設定メニューは、充電するか否か、充電電源供給部の選択、
充電量、及び充電状態通知方法のいずれか１つの項目をさらに表示することを特徴とする
請求項２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
【請求項２４】
　無料充電の場合、前記充電設定メニューは、充電するか否かを問い合わせる項目をさら
に表示することを特徴とする請求項２３に記載の移動端末機の無線充電方法。
【請求項２５】
　前記充電量は、使用料金、バッテリ残量、又は充電時間で表示され、前記充電状態は、
音、文字、又はインジケータで表示されることを特徴とする請求項２３に記載の移動端末
機の無線充電方法。
【請求項２６】
　前記バッテリの充電状態及び／又は充電中のイベントを通知する段階をさらに含むこと
を特徴とする請求項２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
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【請求項２７】
　前記バッテリがユーザにより設定されたレベルに充電されると、前記充電電源供給部に
無線電源供給の中断を要求する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の移
動端末機の無線充電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末機の無接点充電に関し、特に無線充電のための各種メニューを提供
してユーザの利便性と充電効率を向上させた移動端末機及びその無線充電方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末機は様々な機能を実行できるように構成される。その様々な機能としては、デ
ータ通信及び音声通信、カメラによる写真や動画像の撮影、音声保存、スピーカシステム
による音楽ファイルの再生、画像やビデオの表示などの機能がある。一部の移動端末機は
ゲームを実行できる追加機能を含み、他の一部の移動端末機はマルチメディア機器として
実現されることもある。さらに、最近の移動端末機においては、ブロードキャスト信号又
はマルチキャスト信号を受信してビデオやテレビ番組を視聴することもできる。
【０００３】
　また、移動端末機の機能をサポート及び向上させるための努力が続けられている。この
ような努力は、移動端末機を形成する構造的な構成要素の変化及び改良だけでなく、ソフ
トウェアやハードウェアの改良をも含む。
【０００４】
　近年、移動端末機によりブロードキャスト信号又はマルチキャスト信号を受信してビデ
オやテレビ番組を視聴できるようになるにつれて、より大容量のバッテリの使用が要求さ
れている。しかしながら、持続的な研究にもかかわらず、満足する程度の容量を有するバ
ッテリはまだ開発されていない。その結果、バッテリ残量に基づいて充電時期及び充電方
法を適切に判断して充電動作を行わないと、移動端末機によりビデオやテレビ番組を視聴
できなくなることがある。
【０００５】
　従って、バッテリを簡単に充電できる様々な充電装置及び関連方法が開発されている。
【０００６】
　一般に、バッテリ（又は、充電池）を充電するためには、一般電源に接続されて移動端
末機のバッテリに電気エネルギーを供給する充電ユニット（又は、充電器本体、充電装置
）が必要である。前記充電ユニット及びバッテリの外部にはそれぞれ別途の接触端子が備
えられており、これら接触端子同士を接続させることで選択的にバッテリを充電すること
ができる。
【０００７】
　ところが、充電ユニット及びバッテリに接触端子を備えた場合、外観がよくないだけで
なく、湿気に露出して充電エネルギーが消失したり、接触不良により充電動作が円滑に行
われないことがある。そこで、このような問題を克服するために、充電ユニット及びバッ
テリにそれぞれ接触端子を備えるのではなく、無接点式（又は、非接触式）で充電を行う
方法が開発され、一部の応用分野で用いられている。
【０００８】
　従来の無接点（又は、非接触）充電方式の一例として、誘導結合による無接点充電方式
、容量結合による無接点充電方式、電波を利用した無線充電方式、及びその他の様々な方
式が知られている。そのうち、誘導結合による無接点充電方式は、充電ユニットに１次コ
イルを備え、端末機などの充電対象に２次コイルを備えることにより、端末機が充電ユニ
ットに接近した場合に前記１次コイルと２次コイル間の誘導結合により端末機を充電する
方式である。また、容量結合による無接点充電方式は、充電ユニットに電源側平板導体を
備え、端末機に負荷側平板導体を備えることにより、電源側平板導体と負荷側平板導体間
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の容量結合により端末機を充電する方式である。さらに、電波を利用した無線充電方式は
、充電電源供給部（基地局、テレビ放送中継局、人工衛星、又はその他の携帯用無線充電
ユニット）の電磁気発生部から電波を発生し、前記発生した電波を利用して移動端末機で
誘導電流を発生させることでバッテリを充電する方式である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来の無接点充電方式においては、無接点充電に関するメニューやそのメニュ
ーの運用方法が定義されていない。従って、ユーザは、無接点充電を行う際、限られた事
項のみを設定することができ、充電中に新しい事項を設定するためには充電動作を中断又
は終了しなければならないなど、不便が多かった。
【００１０】
　本発明は、このような従来の問題を解決するためになされたもので、様々な無線充電用
メニューを提供してユーザの利便性と充電効率を同時に向上させた移動端末機及びその無
線充電方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明の一実施形態による移動端末機は、充電メニュー
及びその充電メニューの設定を保存するメモリと、無線充電状態を出力する出力部と、課
金されるか否かによって無線充電のための充電メニューを提供し、その充電メニューの設
定に応じて無線充電動作を制御する制御部とを含む。
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明の一実施形態による移動端末機の無線充電方法は
、ユーザに充電が必要であることを通知する段階と、ユーザが充電を開始すると無線充電
を行うためのメニューを提供する段階と、前記メニューで設定されたユーザ情報に応じて
充電電源供給部から電力を受けてバッテリを充電する段階とを含む。
【００１３】
　前記メニューは、課金されない充電（無料充電）の場合、充電するか否かを問い合わせ
る項目を含み、課金される充電（有料充電）の場合、充電電源供給部、充電量、及び充電
状態の通知タイプを問い合わせる項目を含むことが好ましい。
【００１４】
　前記充電電源供給部は、電力順及び料金順に表示され、前記充電量は、使用料金、バッ
テリ残量、及び充電時間で表示されることが好ましい。
【００１５】
　前記充電状態は、音、文字、及びインジケータで表示されることが好ましい。
【００１６】
　前記バッテリの充電状態は、バッテリ表示に所定の色で表示され、充電中に充電効率が
低下したり端末機が充電電源供給部の範囲から外れるとユーザに通知することが好ましい
。
【００１７】
　前記バッテリがユーザにより設定されたレベルに充電されると、充電電源供給部に電力
供給の中断を要求することが好ましい。
【００１８】
　本発明は、さらに以下の手段を提供する。
（項目１）
　無線充電状態を出力する出力部と、
　充電メニュー及びその充電メニューの設定を保存するメモリと、
　課金されるか否かによって無線充電のための充電メニューを提供し、その充電メニュー
の設定に応じて無線充電動作を制御する制御部と
を含むことを特徴とする移動端末機。
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（項目２）
　上記充電メニューは、充電電源供給部から無線で充電電源の供給を受けるためのメニュ
ー、又は誘導結合若しくは容量結合により無線充電ユニットから充電電源の供給を受ける
ためのメニューを含むことを特徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目３）
　上記無線で充電電源の供給を受けるための充電メニューは、課金されるか否かによって
異なるメニューであることを特徴とする項目２に記載の移動端末機。
（項目４）
　上記充電メニューは、バッテリ充電が必要な場合、自動充電メニューと充電設定メニュ
ーのいずれか一方を含むことを特徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目５）
　上記制御部は、バッテリ電圧が所定値以下であり、かつ自動充電に設定された場合、バ
ッテリを自動的に充電するように制御することを特徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目６）
　上記制御部は、バッテリ電圧が所定値以下であり、かつ無線充電を行うことを選択した
場合、視覚又は聴覚的に通知メッセージを表示するように制御することを特徴とする項目
１に記載の移動端末機。
（項目７）
　有料充電の場合、上記充電メニューは、充電するか否か、充電電源供給部の選択、充電
量、及び充電状態通知方法の少なくとも１つの項目を含むことを特徴とする項目３に記載
の移動端末機。
（項目８）
　上記充電電源供給部は、無線で充電電源を供給する無線電力発生器、基地局、放送中継
局、中継器、インターネット共有機、若しくは人工衛星のいずれか１つであるか、又は誘
導結合若しくは容量結合による充電電源を供給する携帯用無線充電ユニットであることを
特徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目９）
　上記制御部は、充電電源供給部が所定領域に位置する場合、視覚又は聴覚的に通知メッ
セージを表示することを特徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目１０）
　上記通知メッセージの表示と共に、充電電源供給部のいずれか１つによる方式で充電す
るためのメニューを提供することを特徴とする項目６に記載の移動端末機。
（項目１１）
　上記制御部は、無線充電状態及び／又は充電中のイベントをユーザに通知することを特
徴とする項目１に記載の移動端末機。
（項目１２）
　上記無線充電状態は、バッテリ表示に所定の色で表示され、上記イベントは、充電効率
が低下するか、又は端末機が充電電源供給部の範囲から外れる場合を含むことを特徴とす
る項目１１に記載の移動端末機。
（項目１３）
　上記制御部は、無線充電時、充電量又は充電状態の少なくとも一方を視覚又は聴覚的に
表示し、上記充電量は、使用料金、バッテリ残量、又は充電時間で表示され、上記充電状
態は、音、文字、又はインジケータで表示されることを特徴とする項目１に記載の移動端
末機。
（項目１４）
　上記インジケータはバッテリ表示を示し、上記充電量は上記バッテリ表示の色で示すこ
とを特徴とする項目１３に記載の移動端末機。
（項目１５）
　上記制御部は、充電電源供給部を感知するとバッテリ表示の前方にアンテナ表示を表示
し、充電効率をアンテナ線の数で表示することを特徴とする項目１に記載の移動端末機。
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（項目１６）
　無線で充電電源を供給する充電電源供給部をさらに含むことを特徴とする項目１に記載
の移動端末機。
（項目１７）
　上記充電電源供給部は、移動端末機の接近を確認するアンテナを含むことを特徴とする
項目１６に記載の移動端末機。
（項目１８）
　上記アンテナにより移動端末機の接近が感知されると、該当移動端末機に充電電源関連
情報を提供することを特徴とする項目１７に記載の移動端末機。
（項目１９）
　上記制御部は、バッテリ容量が所定値以下であるか否かを確認して所定値以下である場
合、充電電源供給部から充電電源を供給されることを特徴とする項目１に記載の移動端末
機。
（項目２０）
　上記制御部は、バッテリ容量が所定値以下である場合、これをディスプレイ部に表示し
て、上記充電電源供給部から充電電源の供給を受けるか否かを問い合わせるメニューを提
供することを特徴とする項目１９に記載の移動端末機。
（項目２１）
　バッテリ残量を確認する段階と、
　バッテリ残量が所定レベル以下である場合、自動充電メニューと充電設定メニューのい
ずれか一方が設定されているかを確認する段階と、
　充電電源供給部から無線電力を受けて上記メニューの設定に応じてバッテリ充電を行う
段階と
を含むことを特徴とする移動端末機の無線充電方法。
（項目２２）
　上記充電設定メニューが設定された場合、視覚又は聴覚的に通知メッセージを表示する
ように制御することを特徴とする項目２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
（項目２３）
　有料充電の場合、上記充電設定メニューは、充電するか否か、充電電源供給部の選択、
充電量、及び充電状態通知方法のいずれか１つの項目をさらに表示することを特徴とする
項目２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
（項目２４）
　無料充電の場合、上記充電設定メニューは、充電するか否かを問い合わせる項目をさら
に表示することを特徴とする項目２３に記載の移動端末機の無線充電方法。
（項目２５）
　上記充電量は、使用料金、バッテリ残量、又は充電時間で表示され、上記充電状態は、
音、文字、又はインジケータで表示されることを特徴とする項目２３に記載の移動端末機
の無線充電方法。
（項目２６）
　上記バッテリの充電状態及び／又は充電中のイベントを通知する段階をさらに含むこと
を特徴とする項目２１に記載の移動端末機の無線充電方法。
（項目２７）
　上記バッテリがユーザにより設定されたレベルに充電されると、上記充電電源供給部に
無線電源供給の中断を要求する段階をさらに含むことを特徴とする項目２１に記載の移動
端末機の無線充電方法。
【００１９】
　（摘要）
　課金されるか否かによってユーザが選択すべきメニューを提供し、そのメニューでユー
ザが選択した項目に応じて無線充電を行い、無線充電中に充電状態及び充電効率をリアル
タイムでユーザに出力又は通知することにより、ユーザの利便性と充電効率を向上させる
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と共に、所望の量又は必要な金額だけバッテリを充電できる、無線充電用メニュー提供機
能を有する移動端末機及びその無線充電方法を提供する。移動端末機は、無線充電状態を
出力する出力部と、充電メニュー及びその充電メニューの設定を保存するメモリと、課金
されるか否かによって無線充電のための充電メニューを提供し、その充電メニューの設定
に応じて無線充電動作を制御する制御部とを含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、課金されるか否かによってユーザが選択すべきメニューを提供し、前記メニ
ューでユーザが選択した項目に応じて無線充電を行うことにより、ユーザの利便性と充電
効率を同時に向上させるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る移動端末機について図１～図４を参照して詳細に説明する。
【００２２】
　図１は本発明の一実施形態に係る移動端末機の構成を示すブロック図である。
【００２３】
　移動端末機は様々な形態で実現できる。例えば、本明細書で述べる移動端末機には、携
帯電話、スマートフォン、ノートブックコンピュータ、デジタル放送用端末機、ＰＤＡ、
ＰＭＰ、及びナビゲーションなどがある。
【００２４】
　図１に示す移動端末機１００は、無線通信部１１０、Ａ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ
）入力部１２０、ユーザ入力部１３０、感知部１４０、出力部１５０、メモリ１６０、イ
ンタフェース部１７０、制御部１８０、及び電源供給部１９０などを含む。図１は、様々
な構成要素を備える移動端末機を示しているが、図示の構成要素の全てが必須構成要素と
いうわけではない。移動端末機は、図示の構成要素よりも多い構成要素で実現することも
でき、それより少ない構成要素で実現することもできる。
【００２５】
　以下、前記構成要素について順次説明する。
【００２６】
　無線通信部１１０は、移動端末機１００と無線通信システム間の無線通信、又は移動端
末機１００と移動端末機１００の位置するネットワーク間の無線通信を行う少なくとも１
つの構成要素を含む。例えば、無線通信部１１０は、放送受信モジュール１１１、移動通
信モジュール１１２、無線インターネットモジュール１１３、近距離通信モジュール１１
４、及び位置情報モジュール１１５などを含む。
【００２７】
　放送受信モジュール１１１は、放送チャネルを介して、外部の放送管理サーバから放送
信号及び／若しくは放送関連情報を受信する。前記放送チャネルは、衛星チャネル及び地
上波チャネルを含む。前記放送管理サーバは、放送信号及び／若しくは放送関連情報を生
成して送信するサーバ、又は既に生成されて提供された放送信号及び／若しくは放送関連
情報を送信するサーバを含む。前記放送関連情報は、放送チャネル、放送番組、又は放送
サービスプロバイダに関する情報を含む。前記放送信号は、テレビ放送信号、ラジオ放送
信号、データ放送信号を含むだけでなく、テレビ放送信号又はラジオ放送信号にデータ放
送信号が結合した形態の放送信号をも含む。
【００２８】
　一方、前記放送関連情報は、移動通信網を介して提供することもでき、この場合、移動
通信モジュール１１２により受信することができる。
【００２９】
　前記放送関連情報は様々な形態で存在する。例えば、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）のＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）、又はＤＶＢ－Ｈ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃ
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ａｓｔ－Ｈａｎｄｈｅｌｄ）のＥＳＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｇｕｉ
ｄｅ）などの形態で存在する。
【００３０】
　放送受信モジュール１１１は、各種放送システムを利用して放送信号を受信するが、特
に、ＤＭＢ－Ｔ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ－
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ）、ＤＭＢ－Ｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔｉｎｇ－Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）、ＭｅｄｉａＦＬＯ（Ｍｅｄｉａ　Ｆｏｒ
ｗａｒｄ　Ｌｉｎｋ　Ｏｎｌｙ）、ＤＶＢ－Ｈ、ＩＳＤＢ－Ｔ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ－Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ）な
どのデジタル放送システムを利用してデジタル放送信号を受信することができる。もちろ
ん、放送受信モジュール１１１は、前述したデジタル放送システムだけでなく、放送信号
を提供する全ての放送システムに適合するように構成される。
【００３１】
　放送受信モジュール１１１により受信した放送信号及び／若しくは放送関連情報はメモ
リ１６０に保存することができる。
【００３２】
　また、移動通信モジュール１１２は、移動通信網上で基地局、外部の端末、サーバの少
なくとも１つと無線信号を送受信する。ここで、前記無線信号は、音声呼信号、テレビ電
話呼信号、又はＳＭＳ／ＭＭＳメッセージの送受信による様々な形態のデータを含む。
【００３３】
　無線インターネットモジュール１１３は、無線インターネットの接続のためのモジュー
ルであり、内蔵するか又は外付けすることができる。
【００３４】
　近距離通信モジュール１１４は近距離通信のためのモジュールである。近距離通信技術
としては、ブルートゥース、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ）、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ）、ＺｉｇＢｅｅなどを用いることができる
。
【００３５】
　また、位置情報モジュール１１５は、移動端末機の位置を確認又は取得するためのモジ
ュールである。一例として、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）
モジュールがある。ＧＰＳモジュールは、複数の人工衛星から位置情報を受信する。ここ
で、位置情報は、緯度と経度で示される座標情報を含む。例えば、ＧＰＳモジュールは、
３つ以上の衛星から正確な時間と距離を測定し、三角測量により現位置を正確に計算する
ことができる。３つの衛星から距離と時間情報を取得し、１つの衛星により誤差を修正す
る方法を用いることができる。特に、ＧＰＳモジュールは、衛星から受信した位置情報に
基づいて、緯度、経度、高度の位置だけでなく、３次元の速度情報と共に正確な時間まで
取得することができる。
【００３６】
　一方、Ａ／Ｖ入力部１２０は、オーディオ信号又はビデオ信号の入力のためのもので、
カメラ１２１及びマイク１２２などを含む。カメラ１２１は、テレビ電話モード又は撮影
モードでイメージセンサにより得られる静止画像又は動画像などの画像フレームを処理す
る。
【００３７】
　カメラ１２１で処理された画像フレームは、ディスプレイ部１５１に表示することがで
きる。また、カメラ１２１で処理された画像フレームは、メモリ１６０に保存したり、無
線通信部１１０により外部に伝送することができる。カメラ１２１は、端末機の構成態様
に応じて、２つ以上備えることもできる。
【００３８】
　マイク１２２は、通話モード、録音モード、又は音声認識モードなどで、マイク１２２
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に入力された外部の音響信号を電気的な音声データに処理する。そして、処理された音声
データは、通話モードの場合、移動通信モジュール１１２により移動通信基地局に送信可
能な形態に変換して出力できる。マイク１２２は、外部の音響信号が入力される過程で発
生するノイズを除去するための様々なノイズ除去アルゴリズムを実現できる。
【００３９】
　ユーザ入力部１３０は、端末機の動作制御のための入力データを発生する。ユーザ入力
部１３０は、キーパッド、ドームスイッチ、タッチパッド（静圧／静電）、ジョグホイー
ル、ジョグスイッチなどから構成できる。特に、タッチパッドが後述するディスプレイ部
１５１とレイヤ構造をなす場合、これをタッチスクリーンという。
【００４０】
　感知部１４０は、移動端末機１００の開閉状態、移動端末機１００の位置、移動端末機
１００の方位又は加速／減速、ユーザの接触の有無などの移動端末機１００の現在の状態
を感知し、移動端末機１００の動作を制御するための感知信号を発生する。例えば、移動
端末機１００がスライドタイプの場合、移動端末機１００の開閉状態を感知できる。また
、電源供給部１９０から電源が供給されたか否か、インタフェース部１７０に外部機器が
結合されたか否かなどに関する感知機能を果たす。
【００４１】
　インタフェース部１７０は、移動端末機１００に接続される全ての外部機器とのインタ
フェースの役割を果たす。例えば、有無線ヘッドセットポート、外部充電器ポート、有無
線データポート、メモリカードポート、識別モジュールが備えられた装置を接続するポー
ト、オーディオＩ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）ポート、ビデオＩ／Ｏポート、イヤ
ホンポートなどを含む。
【００４２】
　ここで、識別モジュールは、移動端末機１００の使用権限を認証するための各種情報を
保存したチップであり、ユーザ識別モジュール（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕ
ｌｅ；　ＵＩＭ）、加入者識別モジュール（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　
Ｍｏｄｕｌｅ；　ＳＩＭ）、汎用加入者識別モジュール（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ；　ＵＳＩＭ）などを含む。また、識別
モジュールが備えられた装置（以下、識別装置という）は、スマートカード形式で製作で
きる。従って、識別装置はポートを介して移動端末機１００に接続できる。このようなイ
ンタフェース部１７０は、外部機器からデータを受信するか、供給された電源を移動端末
機１００内部の各構成要素に伝送するか、又は移動端末機１００内部のデータを外部機器
に送信する。
【００４３】
　出力部１５０は、オーディオ信号、ビデオ信号、又はアラーム信号を出力するためのも
ので、ディスプレイ部１５１、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１５３などを
含む。
【００４４】
　ディスプレイ部１５１は、移動端末機１００で処理される情報を表示する。例えば、移
動端末機１００が通話モードの場合、通話に関するＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）若しくはＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示する。また
、移動端末機１００がテレビ電話モード又は撮影モードの場合、撮影及び／若しくは受信
した画像、又はＵＩ、ＧＵＩを表示する。
【００４５】
　一方、前述したように、ディスプレイ部１３とタッチパッドがレイヤ構造をなしてタッ
チスクリーンとして構成された場合、ディスプレイ部１５１は、出力装置の他に入力装置
として使用することもできる。ディスプレイ部１５１は、液晶表示装置、薄膜トランジス
タ液晶表示装置、有機発光ダイオード、フレキシブルディスプレイ、３次元ディスプレイ
の少なくとも１つを含むことができる。また、移動端末機１００の実現形態に応じて、デ
ィスプレイ部１５１を２つ以上備えることもできる。例えば、移動端末機１００は、外部



(11) JP 2009-148151 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

ディスプレイ部（図示せず）と内部ディスプレイ部（図示せず）とを共に備えることがで
きる。
【００４６】
　音響出力モジュール１５２は、呼受信モード、通話モード、録音モード、音声認識モー
ド、又は放送受信モードなどで、無線通信部１１０から受信するか、又はメモリ１６０に
保存されたオーディオデータを出力する。また、音響出力モジュール１５２は、移動端末
機１００で実行される機能（例えば、呼信号受信音、メッセージ受信音など）に関連する
音響信号を出力する。このような音響出力モジュール１５２は、スピーカ、ブザーなどを
含む。
【００４７】
　アラーム部１５３は、移動端末機１００のイベント発生を通知するための信号を出力す
る。移動端末機１００で発生するイベントの例としては、呼信号受信、メッセージ受信、
キー信号入力などがある。アラーム部１５３は、オーディオ信号やビデオ信号以外に、他
の形態でイベント発生を通知するための信号を出力することもできる。例えば、振動の形
態で信号を出力することができる。アラーム部１５３は、呼信号を受信するか又はメッセ
ージを受信した場合、これを通知するために振動を発生することができる。また、アラー
ム部１５３は、キー信号が入力された場合、キー信号の入力に対するフィードバックとし
て振動を発生することもできる。このような振動の発生により、ユーザはイベント発生を
認知することができる。もちろん、イベント発生を通知するための信号は、ディスプレイ
部１５１又は音響出力モジュール１５２により出力することもできる。
【００４８】
　メモリ１６０は、制御部１８０の処理及び制御のためのプログラムを保存することもで
き、入出力されるデータ（例えば、電話帳、メッセージ、静止画像、動画像など）の一時
保存のための機能を実行することもできる。
【００４９】
　メモリ１６０は、フラッシュメモリタイプ、ハードディスクタイプ、マルチメディアカ
ードマイクロタイプ、カードタイプのメモリ（例えば、ＳＤ又はＸＤメモリなど）、ＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅ
ａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクの少なくとも
１つのタイプの記憶媒体を含むことができる。また、移動端末機１００は、インターネッ
ト上でメモリ１５０の保存機能を実行するウェブストレージを運営することもできる。
【００５０】
　通常、制御部１８０は移動端末機１００の全般的な動作を制御する。例えば、音声通話
、データ通信、テレビ電話などに関連する制御及び処理を行う。また、制御部１８０は、
マルチメディアを再生するためのマルチメディアモジュール１８１を備えることもできる
。マルチメディアモジュール１８１は、制御部１８０内に実現することもでき、制御部１
８０とは別に実現することもできる。
【００５１】
　電源供給部１９０は、制御部１８０の制御下で、供給された外部の電源、内部の電源を
各構成要素に必要に応じて供給する。
【００５２】
　ここに説明される多様な実施形態は、例えばソフトウェア、ハードウェア、又はこれら
の組み合わせにより、コンピュータ可読記録媒体内で実現できる。
【００５３】
　ハードウェア的な実現においては、ここに説明される実施形態は、ＡＳＩＣｓ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、Ｄ
ＳＰｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（Ｄｉｇ
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ｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、制御装置、マイクロコン
トローラ、マイクロプロセッサ、機能実行のための電気的なユニットの少なくとも１つを
利用して実現できる。一部の場合、そのような実施形態は制御部１８０により実現できる
。
【００５４】
　ソフトウェア的な実現においては、手順や機能などの実施形態は、少なくとも１つの機
能又は動作を行わせる別のソフトウェアモジュールと共に実現できる。ソフトウェアコー
ドは、適切なプログラム言語で記述されたソフトウェアアプリケーションにより実現でき
る。また、ソフトウェアコードは、メモリ１６０に保存し、制御部１８０により実行する
ことができる。
【００５５】
　以上、本発明に係る移動端末機を機能的な構成要素の観点から説明した。以下、図２及
び図３をさらに参照して、本発明に係る移動端末機を外形的な構成要素の観点から説明す
る。以下、説明の便宜上、折り畳みタイプ、ストレートタイプ、スイングタイプ、スライ
ドタイプなどの様々なタイプの移動端末機のうち、スライドタイプの移動端末機を例に説
明する。従って、本発明は、スライドタイプの移動端末機に限定されるものではなく、前
述したタイプを含む全てのタイプの移動端末機に適用できる。
【００５６】
　図２は本発明の一実施形態に係る移動端末機を前方から見た斜視図である。
【００５７】
　本発明の一実施形態に係る移動端末機１００は、第１筐体２００と、第１筐体２００の
少なくとも一方向に沿ってスライド可能に構成された第２筐体２０５とを含む。また、折
り畳みタイプの場合、本発明の一実施形態に係る移動端末機は、第１筐体と、少なくとも
一側が前記第１筐体に対して回動可能に構成された第２筐体とを含む。
【００５８】
　第１筐体２００が第２筐体２０５と重なるように配置された状態を閉状態といい、同図
に示すように第１筐体２００が第２筐体２０５の少なくとも一部分を露出させた状態を開
状態という。移動端末機１００は、閉状態では主に待機モードで動作するが、ユーザの操
作により待機モードが解除されることもある。また、移動端末機１００は、開状態では主
に通話モードなどで動作するが、ユーザの操作又は所定時間の経過により待機モードに移
行することもある。
【００５９】
　第１筐体２００の外観を形成するケース（ケーシング、ハウジング、カバーなど）は、
第１フロントケース２２０と第１リアケース２２５とから構成される。第１フロントケー
ス２２０と第１リアケース２２５とにより形成された空間には、各種電子部品が内蔵され
る。第１フロントケース２２０と第１リアケース２２５との間には、少なくとも１つの中
間ケースをさらに配置することもできる。
【００６０】
　前記ケースは、合成樹脂を射出して形成するか、又は金属材質、例えばステンレススチ
ール（ＳＴＳ）やチタン（Ｔｉ）などで形成することができる。
【００６１】
　第１筐体２００、具体的に第１フロントケース２２０には、ディスプレイ部１５１、音
響出力モジュール１５２、カメラ１２１、又は第１ユーザ入力部２１０などを配置できる
。
【００６２】
　ディスプレイ部１５１は、情報を視覚的に表示するＬＣＤ、ＯＬＥＤなどを含む。
【００６３】
　また、ディスプレイ部１５１にタッチパッドをレイヤ構造で重ねて、ディスプレイ部１
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５１をタッチスクリーンとして動作させることにより、ユーザのタッチによる情報の入力
を可能にすることもできる。
【００６４】
　音響出力モジュール１５２はスピーカの形で実現できる。
【００６５】
　カメラ１２１は、ユーザなどに対する静止画像又は動画像の撮影に適するように実現で
きる。
【００６６】
　第１筐体２００と同様に、第２筐体２０５の外観を形成するケースは、第２フロントケ
ース２３０と第２リアケース２３５とから構成される。
【００６７】
　第２筐体２０５、具体的に第２フロントケース２３０の前面には、第２ユーザ入力部２
１５を配置できる。第２フロントケース２３０又は第２リアケース２３５の少なくとも一
方には、第３ユーザ入力部２４５、マイク１２２、インタフェース部１７０を配置できる
。
【００６８】
　第１～第３ユーザ入力部２１０、２１５、２４５をユーザ入力部１３０といい、触知式
（ｔａｃｔｉｌｅ　ｍａｎｎｅｒ）であればいかなる方式も採用できる。
【００６９】
　例えば、ユーザ入力部１３０は、ユーザのプッシュ若しくはタッチ操作により命令若し
くは情報が入力されるドームスイッチ若しくはタッチパッドで実現するか、又はキーを回
転させるホイール若しくはジョグ方式やジョイスティックのように操作する方式などで実
現することができる。
【００７０】
　機能的な面では、第１ユーザ入力部２１０は、開始、終了、スクロールなどの命令を入
力するためのものであり、第２ユーザ入力部２１５は、数字、文字、シンボルなどを入力
するためのものである。
【００７１】
　また、第３ユーザ入力部２４５は、移動端末機１００内の特殊な機能を実行させるため
のホットキーとして動作できる。
【００７２】
　マイク１２２は、ユーザの音声、その他の音などの入力に適した形で実現できる。
【００７３】
　インタフェース部１７０は、移動端末機１００が外部機器とデータ交換などを行えるよ
うにする通路となる。例えば、インタフェース部１７０は、有線又は無線でイヤホンを接
続するための接続端子、近距離通信のためのポート（例えば、赤外線ポート（ＩｒＤＡ　
ｐｏｒｔ）、ブルートゥースポート、無線ランポートなど）、又は移動端末機１００に電
源を供給するための電源供給端子の少なくとも１つである。
【００７４】
　インタフェース部１７０は、ＳＩＭ、ＵＩＭ、情報を保存するためのメモリカードなど
の外部カードを収容するカードソケットでもよい。
【００７５】
　第２リアケース２３５側には、移動端末機１００に電源を供給するための電源供給部１
９０が装着される。
【００７６】
　電源供給部１９０は、例えば充電可能なバッテリであって、充電などのために着脱可能
に結合される。
【００７７】
　図３は図２の移動端末機を後方から見た斜視図である。
【００７８】
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　図３に示すように、第２筐体２０５の第２リアケース２３５の背面には、カメラ１２１
をさらに装着することができる。第２筐体２０５のカメラ１２１は、第１筐体２００のカ
メラ１２１とは撮影方向が実質的に反対であり、第１筐体２００のカメラ１２１とは画素
が異なる。
【００７９】
　例えば、第１筐体２００のカメラ１２１は、テレビ電話などの場合にユーザの顔を撮影
して相手に伝送するのに負担にならない低画素であり、第２筐体のカメラ１２１は、一般
的な被写体を撮影し、直ちに伝送しないことが多いため、高画素であることが好ましい。
【００８０】
　第２筐体２０５のカメラ１２１に隣接してフラッシュ２５０とミラー２５５とをさらに
配置することができる。フラッシュ２５０は、第２筐体２０５のカメラ１２１で被写体を
撮影する場合、前記被写体に向けて光を照射する。ミラー２５５は、ユーザが第２筐体２
０５のカメラ１２１でユーザ自身を撮影する場合（セルフ撮影）、自分の顔などを映せる
ようにする。
【００８１】
　第２リアケース２３５には音響出力モジュール１５２をさらに配置することができる。
【００８２】
　第２筐体２０５の音響出力モジュール１５２は、第１筐体２００の音響出力モジュール
１５２と共にステレオ機能を実現することができ、スピーカホンモードで通話のために使
用することもできる。
【００８３】
　また、第２リアケース２３５の一側には、通話などのためのアンテナの他に、放送信号
受信用アンテナ２６０を配置できる。アンテナ２６０は第２筐体２０５から引き出し可能
に設置できる。
【００８４】
　第１筐体２００の第１リアケース２２５側には、第１筐体２００と第２筐体２０５とを
スライド可能に結合するスライドモジュール２６５の一部分が配置される。
【００８５】
　スライドモジュール２６５の他の部分は、第２筐体２０５の第２フロントケース２３０
側に配置され、同図のように外部に表れない形態でもよい。
【００８６】
　以上、第２カメラ１２１などが第２筐体２０５に配置される場合を説明したが、これに
限定されるものではない。
【００８７】
　例えば、第２筐体２０５のカメラ１２１などのように、第２リアケース２３５に配置さ
れると説明した構成（１２１、１５２、２５０、２６０）の少なくとも１つを、第１筐体
２００、主に第１リアケース２２５に装着することもできる。この場合、前記閉状態で第
１リアケース２２５に配置された構成が第２筐体２０５により保護されるという利点があ
る。さらに、第２筐体２０５のカメラ１２１を別に備えることなく、第１筐体２００のカ
メラ１２１を回転可能に形成することにより、第１筐体２００のカメラ１２１が第２筐体
２０５のカメラ１２１の撮影方向まで撮影できるように構成することもできる。
【００８８】
　図１～図３に示す移動端末機１００は、フレーム又はパケットによりデータを伝送でき
る、有無線通信システムや衛星ベース通信システムなどの通信システムで動作可能に構成
することができる。
【００８９】
　以下、図４を参照して本発明の一実施形態に係る移動端末機が動作できる通信システム
について説明する。
【００９０】
　通信システムは、異なる無線インタフェース及び／又は物理層を利用することもできる
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。例えば、通信システムにより利用可能な無線インタフェースは、周波数分割多元接続（
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；　ＦＤＭＡ
）、時分割多元接続（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；
　ＴＤＭＡ）、符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ；　ＣＤＭＡ）、汎用移動通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ；　ＵＭＴＳ）（特に、ＬＴ
Ｅ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ））、移動通信グローバルシステム（Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ；　Ｇ
ＳＭ）などを含む。以下、説明の便宜上、ＣＤＭＡに限定して説明するが、本発明をＣＤ
ＭＡ無線通信システムを含む全ての通信システムに適用できることは明らかである。
【００９１】
　図４に示すように、ＣＤＭＡ無線通信システムは、複数の移動端末機１００と、複数の
基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；　ＢＳ）２７０と、複数の基地局制御部（Ｂａｓｅ
　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；　ＢＳＣ）２７５と、移動スイッチングセン
タ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ；　ＭＳＣ）２８０とを含む。Ｍ
ＳＣ２８０は、公衆交換電話網（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　ＰＳＴＮ）２９０に接続するように構成され、ＢＳＣ２７５にも接
続するように構成される。ＢＳＣ２７５は、バックホールライン（ｂａｃｋｈａｕｌ　ｌ
ｉｎｅ）を介してＢＳ２７０に接続することができる。バックホールラインは、Ｅ１／Ｔ
１、ＡＴＭ、ＩＰ、ＰＰＰ、フレームリレー、ＨＤＳＬ、ＡＤＳＬ、又はｘＤＳＬの少な
くとも１つによって備えることができる。従って、複数のＢＳＣ２７５を図４に示すシス
テムに含めることができる。
【００９２】
　それぞれのＢＳ２７０は、少なくとも１つのセクタを含み、それぞれのセクタは、全方
向性アンテナ、又はＢＳ２７０から放射状の特定方向を指向するアンテナを含むことがで
きる。また、それぞれのセクタは、様々な形態のアンテナを２つ以上含むこともできる。
それぞれのＢＳ２７０は、複数の周波数割当をサポートするように構成され、各周波数割
当は、特定スペクトル（例えば、１．２５ＭＨｚ、５ＭＨｚなど）を有する。
【００９３】
　セクタと周波数割当の交差はＣＤＭＡチャネルともいう。ＢＳ２７０は基地局送受信サ
ブシステム（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ
；　ＢＴＳ）ともいう。この場合、「基地局」とは、１つのＢＳＣ２７５と少なくとも１
つのＢＳ２７０を合わせたものをいう。また、基地局は「セルサイト」を示すこともでき
る。又は、特定ＢＳ２７０における複数のセクタのそれぞれをセルサイトということもで
きる。
【００９４】
　図４に示すように、放送送信部（Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ
；　ＢＴ）２９５は、システム内で動作する移動端末機１００に放送信号を送信する。図
１に示す放送受信モジュール１１１は、ＢＴ２９５により送信される放送信号を受信する
ために移動端末機１００内に備えられる。
【００９５】
　さらに、図４においては複数のＧＰＳ衛星３００を示す。ＧＰＳ衛星３００は、複数の
移動端末機１００の少なくとも１つの移動端末機の位置把握をサポートする。図４には２
つの衛星を示しているが、位置情報は２つ以下又は２つ以上の衛星により取得することも
できる。図１に示す位置情報モジュール１１５は、所望の位置情報を取得するためにＧＰ
Ｓ衛星３００と連動する。ここでは、ＧＰＳ追跡技術だけでなく、位置を追跡できる全て
の技術を用いて位置を追跡できる。また、ＧＰＳ衛星３００の少なくとも１つは、選択又
は追加して衛星ＤＭＢ伝送を担当できる。
【００９６】
　無線通信システムが一般的に動作する過程で、ＢＳ２７０は多様な移動端末機１００か
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ら逆方向リンク信号を受信する。ここで、移動端末機１００は、呼接続中であるか、メッ
セージ送受信中であるか、又は他の通信動作を実行中である。特定ＢＳ２７０に受信され
た逆方向リンク信号のそれぞれは、特定ＢＳ２７０内で処理される。前記処理の結果生成
されたデータは、接続されたＢＳＣ２７５に送信される。ＢＳＣ２７５は、基地局２７０
間のソフトハンドオフの組織化などの呼資源割当機能及び移動性管理機能を提供する。ま
た、ＢＳＣ２７５は前記受信したデータをＭＳＣ２８０に送信し、ＭＳＣ２８０はＰＳＴ
Ｎ２９０との接続のために追加的な伝送サービスを提供する。ＰＳＴＮ２９０はＭＳＣ２
８０に接続し、ＭＳＣ２８０はＢＳＣ２７５に接続し、ＢＳＣ２７５は移動端末機１００
に順方向リンク信号を伝送するようにＢＳ２７０を制御する。
【００９７】
　本発明は、充電状況に応じて異なる充電方式について記述する。すなわち、移動端末機
のバッテリ電源が所定レベル以下になると充電を行う方式の場合は、電力の浪費を抑える
ために移動端末機で充電を要求及び中断できるようにし、充電に所定の制限がない方式の
場合は、移動端末機が充電電源供給部（又は、充電器）付近に近づけば常に充電が行われ
るようにすることができる。
【００９８】
　また、本発明は、課金されるか否かによって異なる充電メニューについて記述する。例
えば、移動端末機を充電する際、個人的な場所にある充電電源供給部を使用する場合は、
課金されないので、端末機はユーザに充電範囲、充電効率、及び充電状態のみを通知する
。それに対して、公共の場所での充電の場合は、個人の充電電力ではないため課金される
ので、端末機はユーザに充電するか否か、料金、充電量、及び充電状態などを通知する。
【００９９】
　以下、課金されるか否かによってユーザが選択すべきメニューと充電方式についてより
詳細に説明する。
【０１００】
　本発明において、無線充電は、課金される充電（有料充電）と課金されない充電（無料
充電）とに区分され、さらに移動端末機が要求する充電と充電電源供給部が一方的に提供
する充電とに区分される。
【０１０１】
　従って、本発明は、無線充電のタイプに応じてユーザに適切な充電メニューを提供し、
ユーザの設定に応じて実際に無線充電を行う。前記充電メニューは、無線電力発生器、基
地局、放送中継局、中継器（例えば、ＷＩＢＲＯ、無線ＬＡＮ）、インターネット共有機
、若しくは人工衛星のいずれか１つから無線で充電電源を供給するためのメニュー、又は
誘導結合若しくは容量結合により無線充電ユニットから充電電源を供給するためのメニュ
ーの全てを含むことが好ましい。
【０１０２】
　図１に示す放送受信モジュール１１１及び移動通信モジュール１１２は、無線充電のた
めのマイクロ波信号を受信することができる。また、近距離通信モジュール１１４は、近
くの無線充電装置から無線充電のためのマイクロ波信号を受信し、位置情報モジュール１
１５は、特定の人工衛星から無線充電のためのマイクロ波信号を受信することができる。
【０１０３】
　無線通信部１１０は、充電電源供給部から無線充電のためのマイクロ波信号を受信し、
そのマイクロ波信号を所定の電気信号に変換する役割を果たす。前記充電電源供給部は、
無線電力発生器（又は、無線伝送ユニット）、基地局、放送中継局、中継器（例えば、Ｗ
ＩＢＲＯ、無線ＬＡＮ）、インターネット共有機、及び人工衛星を含むことが好ましい。
【０１０４】
　ユーザ入力部１３０は、ユーザが端末機の動作を制御し、無線充電のためのメニューを
設定し、特定メニューで無線充電動作を制御するための入力データを発生する。ユーザ入
力部１３０は、キーパッド、ドームスイッチ、タッチパッド（静圧／静電）、ジョグホイ
ール、ジョグスイッチなどから構成できる。特に、タッチパッドが後述するディスプレイ
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部１５１とレイヤ構造をなす場合、これをタッチスクリーンという。
【０１０５】
　出力部１５０は、オーディオ信号、ビデオ信号、又はアラーム信号を出力するためのも
ので、ディスプレイ部１５１、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１５３などを
含む。
【０１０６】
　ディスプレイ部１５１は、移動端末機１００で処理される情報を表示する。例えば、移
動端末機１００が通話モードの場合は、通話に関するＵＩ若しくはＧＵＩを表示し、移動
端末機１００がテレビ電話モード又は撮影モードの場合は、撮影及び／若しくは受信した
画像、又はＵＩ、ＧＵＩを表示する。また、ディスプレイ部１５１は、無線充電時、ユー
ザの制御により充電方式、充電するか否か、料金、充電量、及び充電状態に関する様々な
充電メニューを表示する。
【０１０７】
　音響出力モジュール１５２は、呼受信モード、通話モード、録音モード、音声認識モー
ド、又は放送受信モードなどで、無線通信部１１０から受信するか、又はメモリ１６０に
保存されたオーディオデータを出力する。また、音響出力モジュール１５２は、移動端末
機１００で実行される機能（例えば、呼信号受信音、メッセージ受信音など）と無線充電
機能（充電するか否か、充電量、充電効率の変動、並びに充電の開始及び中断に関する通
知）に関連する音響信号を出力する。このような音響出力モジュール１５２は、スピーカ
、ブザーなどを含む。
【０１０８】
　また、アラーム部１５３は、移動端末機１００の一般的なイベント発生を通知するため
の信号だけでなく、充電中に発生したイベントを通知するための信号をも出力する。移動
端末機１００で発生するイベントの例としては、呼信号受信、メッセージ受信、キー信号
入力、充電要求（システムからの充電要求）、及び効率の変動などがある。アラーム部１
５３は、オーディオ信号やビデオ信号以外に、他の形態でイベント発生を通知するための
信号を出力することもできる。例えば、振動の形態で信号を出力することができる。アラ
ーム部１５３は、呼信号を受信するか又はメッセージを受信した場合、これを通知するた
めに振動を発生することができる。また、アラーム部１５３は、キー信号が入力された場
合、キー信号の入力に対するフィードバックとして振動を発生することもできる。このよ
うな振動の発生により、ユーザはイベント発生を認知することができる。もちろん、イベ
ント発生を通知するための信号は、ディスプレイ部１５１又は音響出力モジュール１５２
により出力することもできる。
【０１０９】
　メモリ１６０は、制御部１８０の処理及び制御のためのプログラムを保存することもで
き、入出力されるデータ（例えば、充電メニュー、及び該当充電メニューでユーザが設定
した充電範囲、充電時間、課金されるか否か、充電通知タイプ、送信ソースの選択など）
の一時保存のための機能を実行することもできる。
【０１１０】
　また、制御部１８０は、音声通話、データ通信、テレビ電話などの移動端末機１００の
全般的な動作を制御すると共に、無線充電のための制御及び処理を行う。
【０１１１】
　電源供給部１９０（以下、バッテリという）は、制御部１８０の制御下で、供給された
外部の電源、内部の電源を各構成要素に必要に応じて供給する部分であって、前記充電電
源供給部から送信されたマイクロ波信号が最終的に充電される部分である。よって、移動
端末機と充電電源供給部を結合して１つの無線充電装置を構成することができる。
【０１１２】
　以下、このように構成された本発明による移動端末機の無線充電方法について図５～図
１０を参照して説明する。ここで、無線充電は、課金されるか否かによって無料充電と有
料充電とに区分される。
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【０１１３】
　１．課金されない充電（無料充電）
　本発明において、課金されない充電とは、家や事務室などのように課金されない場所で
行う充電をいう。前述したように、課金されない充電は、充電電源供給部が提供する充電
と端末機の要求により行われる充電とに区分される。
【０１１４】
　・充電電源供給部による無料充電
　充電電源供給部は、無線で充電電源を供給する装置であり、無線電力発生器（又は、無
線伝送ユニット）、基地局、放送中継局、中継器（例えば、ＷＩＢＲＯ、無線ＬＡＮ）、
インターネット共有機、及び人工衛星を含む。
【０１１５】
　前記充電電源供給部は、移動端末機の接近を確認するアンテナを含み、前記アンテナに
より移動端末機の接近が感知されると該当端末機に充電電源供給関連情報（例えば、プロ
バイダ、料金、充電するか否か）を提供し、前記移動端末機は、前記充電電源供給関連情
報を所定のメニュー形態でユーザに通知する。
【０１１６】
　よって、前記移動端末機の制御部は、バッテリ容量が所定値以下であるか否かを確認し
て所定値以下である場合、これをディスプレイ部に表示して、前記充電電源供給部から充
電電源の供給を受けるか否かを選択させることにより、前記充電電源供給部から充電電源
の供給を受ける。このような動作は課金される場合もほぼ同様に適用される。
【０１１７】
　図５はシステムによる無料充電方法を示すフローチャートである。
【０１１８】
　図５に示すように、充電電源供給部は、移動端末機を充電するために、常にマイクロ波
信号（又は、電波）を出力する。移動端末機の制御部１８０は、ユーザが家や事務室に位
置する場合、周期的にバッテリ電圧を確認して、バッテリ電圧と基準電圧とを比較する（
Ｓ１０、Ｓ１１）。
【０１１９】
　比較の結果、バッテリ電圧が基準電圧以下の場合、制御部１８０は、ディスプレイ部１
５１の画面に、自動的に充電を行うように設定するメニュー（自動充電メニュー）、又は
バッテリ充電が必要であるというメッセージを通知するメニュー（充電設定メニュー）の
いずれか一方を表示する。
【０１２０】
　すなわち、制御部１８０は、充電が必要な場合、ディスプレイ部１５１の画面に、自動
的に充電を行うように設定するメニューを表示（図示せず）するか、又は無線充電を行う
か否かを問い合わせるメッセージ、例えば「充電しますか。」を示すメニューを表示（図
６参照）することにより、ユーザに現在充電が必要であることを通知する（Ｓ１２）。こ
のとき、ディスプレイ部１５１の画面には、バッテリ表示５０と共に残量が所定の色で表
示される。よって、ユーザは前記充電メニューで「確認」又は「取消」キーを押すことに
より、自動充電を選択しておくか、又は充電を行うか否かを決定する。
【０１２１】
　次に、制御部１８０は、バッテリ電圧が所定値以下の状態で自動充電に設定されている
場合は、バッテリを自動的に充電するように制御し、バッテリ電圧が所定値以下の状態で
充電を行うことを決定した場合は、無線通信部１１０により前記充電電源供給部から受信
したマイクロ波信号を電気信号に変換してバッテリを充電させ（Ｓ１３）、視覚又は聴覚
的に通知メッセージを表示するように制御する。
【０１２２】
　充電が行われている間、制御部１８０は、現在ディスプレイ部１５１に表示されている
バッテリ表示５０内に充電状態を所定の色で表示し（Ｓ１４）、充電効率が低下したり、
移動端末機が移動して前記充電電源供給部の範囲から外れるなど、特定状況が発生すると
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、出力部１５０のディスプレイ部１５１、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１
５３により、すなわち文字、音、又は振動を利用して該当状況をユーザに通知する。
【０１２３】
　充電が完了すると、制御部１８０は、バッテリ表示５０内に満充電状態を所定の色で表
示し、無線充電動作を全て終了する（Ｓ１５）。
【０１２４】
　他の実施形態として、充電電源供給部による無料充電の場合、制御部１８０は、バッテ
リ電圧が基準電圧以下になると、図５に示す段階Ｓ１２を行うことなく、直ちに段階Ｓ１
３を行うことができる。これはユーザの設定により適切に変更可能である。
【０１２５】
　・端末の要求による無料充電
　図７は端末の要求による無料充電方法を示すフローチャートである。
【０１２６】
　図７に示すように、制御部１８０は、ユーザが家や事務室に位置する場合、周期的にバ
ッテリ電圧を確認して、バッテリ電圧と基準電圧とを比較する（Ｓ２０、Ｓ２１）。
【０１２７】
　比較の結果、バッテリ電圧が基準電圧以下の場合、制御部１８０は、後述する段階Ｓ２
３に直ちに移行して充電電源供給部を感知するか、又は図８に示すように、ディスプレイ
部１５１の画面（ＬＣＤウィンドウ又はタッチスクリーン）に充電メニュー、すなわち無
線充電を行うか否かを問い合わせるメッセージ（「充電しますか。」）を表示して、ユー
ザに充電が必要であることを通知する（Ｓ２２）。ここで、前記充電メニューを表示する
か否か及び前記基準電圧のレベルはユーザが任意に設定可能である。すなわち、課金され
ない端末の要求による無線充電の場合は、前記充電メニューの表示は選択的に行われる。
【０１２８】
　また、制御部１８０は、ディスプレイ部１５１の画面に、前記充電メニューと共に、現
在のバッテリ残量をバッテリ表示５０内に所定の色で表示させる。
【０１２９】
　前記充電メニューが表示された場合、ユーザは「確認」又は「取消」キーを選択して充
電を行うか否かを決定する。ここで、ユーザが確認キーを選択して無線充電を開始すると
、制御部１８０は、所定の充電電源供給部を感知し、その感知された充電電源供給部に電
力要求信号を送信する（Ｓ２３、Ｓ２４）。このとき、制御部１８０は、図８に示すよう
に、バッテリ表示５０の前方にアンテナ表示５１を表示して充電電源供給部が感知された
ことを示し、そのアンテナ線の数を利用して前記感知された充電電源供給部の充電効率を
表示する。次に、無線通信部１１０は、制御部１８０の制御により、前記感知された充電
電源供給部からマイクロ波信号を受信してバッテリを充電させる（Ｓ２５）。
【０１３０】
　そして、充電状態を示す情報を表示する方法（音、文字、及びインジケータなど）はデ
フォルトで設定され、充電レベルは「満充電」に自動的に設定される。前記インジケータ
はバッテリ表示を示すことが好ましい。
【０１３１】
　無線充電が行われている間、制御部１８０は、バッテリ表示５０内に充電状態を所定の
色で表示し（Ｓ２６、Ｓ２７）、充電効率が低下したり、移動端末機が前記充電電源供給
部の範囲から外れるなど、特定状況が発生すると、出力部１５０のディスプレイ部１５１
、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１５３により、該当状況を文字、音、又は
振動を利用してユーザに通知する。
【０１３２】
　その後、バッテリが満充電されると、制御部１８０は、バッテリ表示５０内に満充電状
態を表示した後、無線通信部１１０により前記充電電源供給部にマイクロ波信号の送信中
断を要求する信号を送信して、無線充電動作を全て終了する（Ｓ２８、Ｓ２９）。
【０１３３】
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　２．課金される充電（有料充電）
　本発明において、課金される充電とは、課金される場所で行う充電をいう。この場合は
、充電時間及び充電量が料金に大きく影響するため、ユーザに様々なメニューを提供する
ことにより、ユーザが必要なだけバッテリを充電できるようにする。従って、課金される
有料充電は、主に端末の要求による充電に該当する。ここで、制御部は、課金される充電
の場合、充電するか否か、充電電源供給部の選択、充電量、及び充電状態通知方法の少な
くとも１つの項目を制御する。
【０１３４】
　図９は端末の要求による有料充電方法を示すフローチャートであり、移動端末機が充電
動作を開始する場合を示している。
【０１３５】
　図９に示すように、制御部１８０は、周期的にバッテリ電圧を確認して、バッテリ電圧
と基準電圧とを比較する（Ｓ３０、Ｓ３１）。
【０１３６】
　比較の結果、バッテリ電圧が基準電圧以下の場合、制御部１８０は、少なくとも１つの
充電器、すなわち充電電源供給部を感知し、ディスプレイ部１５１の画面（ＬＣＤウィン
ドウ又はタッチスクリーン）に無線充電のための詳細メニューを表示する（Ｓ３３、Ｓ３
４）。
【０１３７】
　本発明は、他の実施形態として、図９に示すように、ディスプレイ部１５１の画面に充
電メニュー、すなわち無線充電を行うか否かを問い合わせるメッセージ（「充電しますか
。」）を表示して、ユーザに充電が必要であることを通知することができる（Ｓ３２）。
また、制御部１８０は、ディスプレイ部１５１の画面に、現在のバッテリ残量をバッテリ
表示５０内に所定の色で表示させる。ユーザは前記充電メニューで「確認」又は「取消」
キーを選択して充電を行うか否かを決定する。
【０１３８】
　前記無線充電のための詳細メニューは、充電状態を表示する方法を選択するための項目
（音、文字、及びインジケータなど）、充電電源供給部を選択するための項目（電力が強
力なもの、値段が安いもの、無料のもの；優先順位で選択）、及び充電量（充電レベル）
を選択するための項目（使用料金基準、バッテリ残量基準、及び充電時間基準）を含み、
その他の無線充電に必要な項目をも含む。
【０１３９】
　一方、ユーザが充電メニューで充電電源供給部を予め設定した場合は、前記段階Ｓ３４
が前記段階Ｓ３３より前に行われる。すなわち、前記段階Ｓ３３で制御部１８０は充電メ
ニューで予め設定した充電装置を感知する。
【０１４０】
　前記詳細メニューで所望の全ての項目が選択されると、ユーザは確認キーを押して無線
充電を開始し、無線充電が開始されると、制御部１８０は前記選択された充電電源供給部
に電力要求信号を送信する（Ｓ３５）。このとき、制御部１８０は、図８に示すように、
バッテリ表示５０の前方にアンテナ表示５１を表示して充電電源供給部が感知されたこと
を示し、そのアンテナ線の数を利用して前記感知された充電電源供給部の充電効率を表示
する。次に、無線通信部１１０は、制御部１８０の制御により、前記感知された充電電源
供給部からマイクロ波信号を受信してバッテリを充電させる（Ｓ３６、Ｓ３７）。
【０１４１】
　無線充電が行われている間、制御部１８０は、充電状態を前記選択した方法（バッテリ
残量、時間、料金など）で表示し（Ｓ３８）、充電効率が低下したり、移動端末機が前記
充電電源供給部の範囲から外れるなど、特定状況が発生すると、出力部１５０のディスプ
レイ部１５１、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１５３により、該当状況を文
字、音、又は振動を利用してユーザに通知する。
【０１４２】
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　その後、制御部１８０は、バッテリが前記段階Ｓ３４で設定した充電レベルまで充電さ
れたか否かを比較して（Ｓ３９）、所望の充電レベルまで充電されると、無線通信部１１
０により前記充電電源供給部にマイクロ波信号の送信中断を要求する信号を送信して、無
線充電動作を全て終了する（Ｓ４０）。
【０１４３】
　以上の図９を参照して説明した実施形態においては、移動端末機が充電レベルに基づい
て充電時期を判断しているが、これに限定されるものではなく、ユーザが所望の時期に直
接充電動作を開始することもできる。
【０１４４】
　図１０は端末の要求による有料充電方法を示すフローチャートであり、ユーザが充電動
作を開始する場合を示している。
【０１４５】
　ユーザが充電動作を開始する場合は、図１０に示すように、図９の段階Ｓ３０～Ｓ３３
を行うことなく、直ちにユーザがメニューで無線充電のための詳細項目を選択する段階（
Ｓ３４）に移行する。すなわち、ユーザは無線充電を行うために、充電メニューを表示さ
せた後、充電状態を表示する方法（音、文字、及びインジケータなど）、充電電源供給部
（電力が強力なもの、値段が安いもの、無料のもの；優先順位で選択）、及び充電量（充
電レベル）（使用料金、バッテリ残量、及び充電時間を基準に選択）などを選択する（Ｓ
５０）。
【０１４６】
　前記詳細メニューで所望の全ての項目が選択されると、ユーザは確認キーを押して無線
充電を開始し、無線充電が開始されると、制御部１８０は前記選択された充電電源供給部
に電力要求信号を送信する（Ｓ５１）。このとき、制御部１８０は、図８に示すように、
バッテリ表示５０の前方にアンテナ表示５１を表示して充電電源供給部が感知されたこと
を示し、そのアンテナ線の数を利用して前記感知された充電電源供給部の充電効率を表示
する。次に、無線通信部１１０は、制御部１８０の制御により、前記感知された充電電源
供給部からマイクロ波信号を受信してバッテリを充電させる（Ｓ５２、Ｓ５３）。
【０１４７】
　無線充電が行われている間、制御部１８０は、充電状態を前記選択した方法（バッテリ
残量、時間、料金など）で表示し（Ｓ５４）、充電効率が低下したり、移動端末機が前記
充電電源供給部の範囲から外れるなど、特定状況が発生すると、出力部１５０のディスプ
レイ部１５１、音響出力モジュール１５２、及びアラーム部１５３により、該当状況を文
字、音、又は振動を利用してユーザに通知する。
【０１４８】
　その後、制御部１８０は、バッテリが前記段階Ｓ４０で設定した充電レベルまで充電さ
れたか否かを比較して（Ｓ５５）、所望の充電レベルまで充電されると、無線通信部１１
０により前記充電電源供給部にマイクロ波信号の送信中断を要求する信号を送信して、無
線充電動作を全て終了する（Ｓ５６）。
【０１４９】
　このように本発明は、課金されるか否かによってユーザが選択すべきメニューを提供し
、前記メニューでユーザが選択した項目に応じて無線充電を行うことにより、所望の量又
は必要な金額だけバッテリを充電することができる。
【０１５０】
　本発明の一実施形態による移動端末機の無線充電方法は、プログラムが記録された媒体
にコンピュータ可読コードとして実現できる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータシ
ステムで読み取り可能なデータが保存される全ての種類の記憶装置を含む。コンピュータ
可読媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録
商標）ディスク、光データ記憶装置などがあり、搬送波（例えば、インターネットによる
伝送）の形で実現されるものも含む。また、前記コンピュータは端末機の制御部１８０を
含むこともできる。
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【０１５１】
　本発明による無線充電用メニュー提供機能を有する移動端末機及びその無線充電方法は
、前述した実施形態の構成と方法の適用に限定されるのではなく、各実施形態の全部又は
一部を選択して組み合わせることにより様々な変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動端末機の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る移動端末機を前方から見た斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る移動端末機を後方から見た斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る移動端末機が動作できる無線通信システムを示すブロ
ック図である。
【図５】システムによる無料充電方法を示すフローチャートである。
【図６】図５のディスプレイ部に表示される充電メニューの一例を示す図である。
【図７】端末の要求による無料充電方法を示すフローチャートである。
【図８】図７のディスプレイ部に表示される充電メニューの一例を示す図である。
【図９】端末の要求による有料充電方法を示すフローチャートであり、移動端末機が充電
動作を開始する場合を示す図である。
【図１０】端末の要求による有料充電方法を示すフローチャートであり、ユーザが充電動
作を開始する場合を示す図である。

【図１】 【図２】
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